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仕 様 書 
 

1. 件  名 放射線管理業務請負 

 

2. 履行場所 千葉市稲毛区穴川 4－9－1 

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区 

 

3. 目  的 

千葉地区の放射線管理区域内において実施される、放射性同位元素及び核燃料物質

並びに放射線発生装置等を用いた研究等に伴う放射線業務従事者等の放射線安全管

理及び作業環境の安全を確保すること並びに公共の安全を担保するため、放射性同

位元素等の規制に関する法律(以下「RI 規制法」という。)及び核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)等に基づく

測定、点検等を実施し放射線安全管理の円滑な遂行を目的とする。 

 

4. 業務期間・業務時間及び人員等 

(1) 業務期間 

令和 8 年 4月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

(2) 業務時間 

① 一般業務 

量子科学技術研究開発機構（以下「機構」という。）規定就業時間内にて業

務を実施すること。 

但し､土曜､日曜､国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3 日）を除く。 

② 就業時間外業務 

下記施設においては､放射線治療及び研究並びに放射薬剤の製造等のため、

機構規定就業時間外の業務を次に示す頻度に従って実施すること。ただし、

施設装置の運転計画等に基づき流動的に実施すること。 

なお、用語の定義は以下の通りとする。 

日 中 勤 務： 8 時 30 分～17 時 00 分 

夜 間 勤 務：17 時 00 分～22 時 00 分 

深 夜 勤 務：22 時 00 分～翌日 6 時 30 分 

早 朝 勤 務： 6 時 30 分～ 8 時 30 分 

a. 重粒子線棟 

 年 230 日程度の平日夜間勤務 

 年 170 日程度の平日深夜勤務 

 年 210 日程度の平日早朝勤務 

（金曜日から連続する土曜日早朝勤務を含む） 

 年 5 日程度の国民の祝日等日中勤務等 

（年 1 回程度、日曜日に実施される一般公開日を含む） 

③ 異常時対応業務 

上記①、②に定めた時間以外に事故、災害等の異常時が生じた場合は、放射

線安全課長の判断により、請負者が定めた総括責任者と協議の上実施するこ

と。 

なお、本事象により発生した経費についてはその都度協議し、別途契約行為

を行う場合もあるものとする。 

(3) 下記業務を行うのに必要な人員を配置し、請負者が定める総括責任者を置くこ

と。また、総括責任者が不在の場合、その業務を代行できる者を配置すること。 



 

2 

 

なお、総括責任者は第 1 種放射線取扱主任者免状を取得（代行者は含めず）して

いること。 

 

5. 業務概要 

放射線施設に関わる管理業務、記録・記帳等の作成業務、放射性同位元素等取扱業

務、放射線・放射能測定業務、施設・設備の維持・点検業務、廃棄物等の回収業務、

エ事・修理・納品等の対応業務及び放射線安全課が実施する研修や訓練に係る業務を

実施する。 

 

6. 業務内容 

別紙１｢業務内容等｣、別紙２｢詳細仕様書｣に定める業務。 

 

7. 必要な資格・経験等 

(1) 請負者は、密封されていない放射性同位元素を使用する放射線管理区域内での放

射線安全管理業務実績を有すること。 

(2) 請負者は、密封された放射性同位元素を使用する放射線管理区域内での放射線安

全管理業務実績を有すること。 

(3) 請負者は、放射線発生装置を使用する放射線管理区域内での放射線安全管理業務

実績を有すること。 

(4) 請負者は、放射線照射装置を使用する放射線管理区域内での放射線安全管理業務

実績を有すること。 

(5) 請負者は、核燃料物質(非密封プルトニウム)を使用する放射線管理区域内での放

射線安全管理業務実績を有すること。 

(6) 請負者は、第１種放射線取扱主任者免状取得者を有すること。 

(7) 請負者は、乙種第４類危険物取扱者免状取得者を有すること。 

(8) 請負者は、上記(1)～(7)の資格、経験等を有する者を配置すること。 

 

8. 服務等 

(1) 請負者は、業務に就くにあたり、必要に応じて千葉地区の放射線管理区域、動物

管理区域 SPF 動物(Specific Pathogen Free:特定病原微生物を持たない状態で生

育された動物)管理区域等に立ち入るために必要な教育･訓練等について責任を持

って受講させ、業務開始日より支障なく本業務に従事できるようにすること。 

なお、次年度の受注者が決定し、その者が他の者であった場合は、速やかに業務

の移行が行えるよう協力のうえ、業務の引き継ぎ（当業務において作成した全て

の資料及びデータ）を行い、引き継ぎ完了後、監督職員に報告しなければならな

い（契約解除の場合も同様とする。）。 

(2) 請負者は、放射線業務従事者としての登録のほか、当該請負業務に必要な健康診

断・教育及び訓練等の実施と費用を負担すること。 

(3) 請負者は、作業員が疾病・事故等やむを得ない事情等により業務に従事できない

場合は、交代要員を配置させる等必要な措置を講ずること。 

(4) 請負者は、個人被ばく線量の管理費及び個人線量計の経費を負担すること。 

(5) 請負者は、作業員の実効線量及び等価線量算定結果を毎月報告すること。 

(6) 請負者は、本業務に関し各作業員への指導及び連絡調整が迅速に行えるよう廃棄

処理施設 1、環境放射線影響研究棟、画像診断棟、重粒子線棟及び高度被ばく医

療線量評価棟には現場責任者を指名すること。 

(7) 請負者は、作業員への指導及び連絡調整が迅速に行える体制を有すること。 

(8) 請負者は、機構の公用車を用いた作業を行う場合、放射線安全課に対し、必要な

手続を取ること。 
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(9) 作業員は、原子炉等規制法、RI 規制法、労働安全衛生法電離放射線障害防止規則

その他関係法令及び機構の定める「放射線障害予防規程」（以下「予防規程」と

いう｡）、核燃料物質使用許可申請書等業務実施に必要な関係各種規程等を遵守す

ること。 

(10)作業員は、放射線管理区域内で着用する履物、作業衣については機構が貸与する

ものを着用し業務を行うこと。 

(11)作業員は、放射線管理区域外においては請負者が定めた作業衣を着用するものと

し、この作業衣については請負者が準備するものとする。 

(12)作業員は、業務遂行に当たって協議等が必要な場合は請負者が定めた総括責任者

を通じ機構担当者と協議しその決定に従うこと。 

(13)作業員は、火災等の異常が認められた場合は直ちに機構が定める異常時連絡網に

従って通報した後、放射線安全管理者及び担当職員に連絡し、安全確保のため、

その指示に従うこと。  

(14)請負者及び作業員は、上記の他、「詳細仕様書の 18.遵守事項」に示す項目を遵守

すること。 

 

9. 機密保持 

受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外

の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはな

らない。また、契約終了後についても同様とする。 

 

10. 提出書類 

10-1.業務開始前 

(1) 業務実施体制図（変更があればその都度提出すること） 

(2) 作業予定者名簿（       〃        ） 

10-2.業務開始後 

（1）出勤状況報告書（毎月終了後、10 日以内に１部提出すること） 

(2) 作業日報及び作業記録簿（作業終了後、３日以内に１部ずつ提出すること） 

 

11. 検  査 

提出書類及び作成書類等により本仕様書に記載の業務内容を全て行っていることを

担当職員が確認したことをもって検査合格とする。 

 

12. ワーク・ライフ・バランス等の推進 

（1）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け

ていれば望ましい 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ

く認定（えるぼし認定企業）又は、一般事業主行動計画策定済（常時雇用す

る労働者の数が 300 人以下のものに限る） 

・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・

プラチナ認定企業） 

・青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

（2）届け出義務 

受注者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など

技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と

異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。 
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13. その他 

(1) 作業員が当該業務遂行に必要な机、ロッカ－等の備品類は機構が貸与する。 

(2) 作業員が当該業務遂行に必要な光熱水料及び電話（機構が有する固定電話に限

る）代は機構が負担する。但し、無駄な使用は避け使用削減に極力努めること。 

(3) 作業員は、深夜勤務等特別な事情がない限り、原則公共交通機関を使用すること

とし、自動車通勤は認めない。 

(4) 作業員が業務遂行上被った災害は、当機構の原因により生じた災害を除き、当機

構は一切その責を負わないものとする。 

(5) 法令等或いは、機構が法令に基づき定める規程等の変更による業務内容の変更に

ついては、別途放射線安全課長と請負者にて協議を行い処理するものとする。 

(6) 業務対象施設の新築・解体による増減及び設備等の新設・撤去・改修等により、

業務内容等に変更が生じる場合は、機構と請負者で協議のうえ、契約内容の変更

を行うものとする。 

(7) その他、本仕様書に規定されない事項が発生した場合については協議の上処理す

るものとする。 

 

                      所属部課名  安全管理部放射線安全課 

                      要求者氏名  椎野 剛成 

                         




